
資

料

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶

近

藤

左

知

子

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
五
巻
第
五
号

抜
刷



資

料

皇
學
館
論
叢

第
四
十
五
巻
第
五
号

平

成

二

十

四

年

十

月

十

日

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶

近

藤

左
知
子

．
冠
位
十
二
階

16
︻
原
文
︼

内
官
有
十
二
等
①

︒
一
曰
大
徳
︑
次
小
徳
︑
次
大
仁
︑
次
小
仁
︑
次
大
義
︑
次
小
義
︑
次
大
禮
︑
次
小
禮
︑
次
大
智
︑
次
小
智
︑
次
大
信
︑

次
小
信
︑
員
無
定
數
︒

読
み
下
し

内
官
に
十
二
等
有
り
︒
一
は
大
徳
と
曰
い
︑
次
は
小
徳
︑
次
は
大
仁
︑
次
は
小
仁
︑
次
は
大
義
︑
次
は
小
義
︑
次
は
大
礼
︑
次
は
小
礼
︑

次
は
大
智
︑
次
は
小
智
︑
次
は
大
信
︑
次
は
小
信
︒
員
に
定
数
無
し
︒
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現
代
語
訳

内
官
に
は
十
二
等
あ
る
︒
最
高
位
を
大
徳
と
い
い
︑
次
い
で
︑
小
徳
・
大
仁
・
小
仁
・
大
義
・
小
義
・
大
礼
・
小
礼
・
大
智
・
小
智
・
大

信
・
小
信
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
員
数
に
定
数
は
な
い
︒

註
解

①
冠
位
十
二
階

『日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
十
一
年
︵
六
〇
三
︶
十
二
月
五
日
条
に
﹁
十
二
月
戊
辰
朔
壬
申
︒
始
行
二

冠
位
一︒
大
徳
︒
小
徳
︒
大
仁
︒
小
仁
︒

大
禮
︒
小
禮
︒
大
信
︒
小
信
︒
大
義
︒
小
義
︒
大
智
︒
小
智
︒
并
十
二
階
︒
並
以
二

當
色
絁
一

縫
之
︒
頂
撮
摠
如
レ

嚢
︒
而
著
レ

縁
焉
︒
唯
元
日
著
二

髻
華
一

︿
髻
華
︑
此
云
二

于
孺
一︒﹀﹂︑
同
じ
く
推
古
天
皇
十
二
年
︵
六
〇
三
︶
正
月
一
日
条
に
﹁
十
二
年
春
正
月
戊
戌
朔
︒
始
賜
二

冠
位
於
諸
臣
一︒
各
有
レ

差
﹂
と

あ
る
︒．

国
造

17
︻
原
文
︼

有
軍
尼
一
百
二
十
人
︑
猶
中
國
牧
宰
︒
八
十
戸
置
一
伊
尼
翼
︑
如
今
里
長
也
︒
十
伊
尼
翼
屬
一
軍
尼
︒

読
み
下
し

軍く

尼に

一
百
二
十
人
有
り
︑
猶
中
国
の
牧ぼ
く

宰さ
い

の
如
し
︒
八
十
戸
に
一
伊い

尼ね

翼ぎ

を
置
く
︒
今
の
里
長
の
如
し
︒
十
伊
尼
翼
は
一
軍
尼
に
属
す
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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現
代
語
訳

軍
尼
︵
国
造
か
︶
が
百
二
十
人
い
る
︒
こ
れ
は
中
国
の
牧
宰
︵
地
方
長
官
︶
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
八
十
戸
ご
と
に
伊
尼
翼
一
人
を
置
く
︒

こ
れ
は
今
の
︹
隋
の
︺
里
長
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
十
人
の
伊
尼
翼
が
一
人
の
軍
尼
に
所
属
す
る
︒

．
男
子
の
服
装

18
︻
原
文
︼

其
服
飾
︑
男
子
衣
裙
襦
︑
其
袖
微
小
︑
履
如
屨
形
︑
漆
其
上
︑
繁
之
於
脚
︒
人
庶
多
跣
足
①

︒
不
得
用
金
銀
爲
飾
︒

読
み
下
し

其
の
服
飾
︑
男
子
は
裙
襦

く
ん
じ
ゅ

を
衣き

る
︒
其
の
袖
は
微
小
な
り
︒
履
は
き
も
の

は
屨く

の
形
の
如
く
︑
其
の
上
に
漆
し
之
を
脚
に
繫か

く
︒
人
庶
は
跣せ
ん

足そ
く

多
し
︒

金
銀
を
用
い
て
飾
り
と
為
す
こ
と
を
得
ず
︒

現
代
語
訳

服
飾
に
つ
い
て
は
︑
男
子
は
肌
着
を
着
る
︒
袖
は
細
い
︒
履
物
は
屨
の
よ
う
な
︹
形
で
︺
漆
を
塗
り
︑
こ
れ
を
足
に
繫
り
つ
け
て
い
る
︒

庶
民
は
ほ
と
ん
ど
が
裸
足
で
︑
金
銀
な
ど
を
装
飾
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

註
解

①
人
庶
多
跣
足

『後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
俗
皆
徒
跣
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
皆
徒
跣
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
記
述
︒
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．
古
来
の
服
装
・
髪
型

19
︻
原
文
︼

故
時
①

衣
横
幅
︑
結
束
相
連
而
無
縫
︒
頭
亦
無
冠
︑
但
垂
髮
於
兩
耳
上
︒

読
み
下
し

故
時
は
横
幅
を
衣き

︑
結
束
し
て
相
連
ね
︑
縫
う
こ
と
無
し
︒
頭
に
も
亦
冠
無
く
︑
但
だ
髪
を
両
耳
の
上
に
垂
る
の
み
︒

現
代
語
訳

も
と
は
︑
衣
服
は
︑
横
幅
の
広
い
︹
布
︺
を
結
束
し
て
連
ね
た
だ
け
で
縫
製
も
せ
ず
︑
頭
に
は
冠
は
な
く
︑
た
だ
髪
を
両
耳
の
上
に
垂
ら

す
だ
け
で
あ
る
︒

註
解

①
故
時

『後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
其
男
衣
皆
横
幅
結
束
相
連
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
其
風
俗
不
淫
︒
男
子
皆
露
紒
︑
以
木
緜
招
頭
︒
其
衣
横
幅
︑
但
結
束
相
連
︑

略
無
縫
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
記
述
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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．
冠
位
十
二
階
の
制
定

20
︻
原
文
︼

至
隋
︑
其
王
始
制
冠
①

︑
以
錦
綵
爲
之
︑
以
金
銀
鏤
花
爲
飾
︒

読
み
下
し

隋
に
至
り
て
︑
其
の
王
始
め
て
冠
を
制
し
︑
錦
綵

き
ん
さ
い

を
以
っ
て
之
を
為
り
︑
金
銀
鏤ろ
う

花か

を
以
て
飾
り
と
為
す
︒

現
代
語
訳

隋
︹
の
時
代
︺
に
至
り
︑
倭
国
の
王
は
初
め
て
冠
を
制
定
し
た
︒︹
冠
は
︺
錦
や
綏
で
作
製
し
︑
金
や
銀
で
作
っ
た
花
を
︹
鏤
ち
り
ば

め
て
︺
飾

り
と
し
て
い
る
︒

註
解

①
始
制
冠

段
の
註
解

①
参
照
︒

16

．
女
子
の
髪
形
・
服
装

21
︻
原
文
︼

婦
人
束
髮
於
後
︑
亦
衣
裙
襦
︑
裳
皆
有
委
︒
威
竹
爲
梳
︑
編
草
爲
薦
︒
雜
皮
爲
表
︑
縁
以
文
皮
︒

― 46 ―



読
み
下
し

婦
人
は
髪
を
後
ろ
に
束
ね
︑
亦
裙
襦

く
ん
じ
ゅ

を
衣
る
︒
裳
に
は
皆
委せ
ん

有
り
︒
竹
を
威せ
ん

し
て
梳く
し

を
為つ
く

り
︑
草
を
編
み
て
薦せ
ん

と
為
し
︑
皮
を
雑ま
じ

え
て
表

と
為
し
︑
縁
ふ
ち
ど

る
に
文
皮
を
以
て
す
︒

現
代
語
訳

婦
人
は
髪
を
後
ろ
に
束
ね
︑
や
は
り
肌
着
を
着
用
す
る
︒
裳
に
は
み
な
縁
ど
り
が
あ
る
︒
竹
を
薄
く
そ
い
で
梳
と
し
︑
草
を
編
ん
で
薦
と

し
て
い
る
︒
種
々
の
皮
革
で
上
衣
を
作
り
︑
文
皮
で
縁
ど
り
を
す
る
︒

註
解

①
女
子
の
服
装

﹃
後
漢
書
﹄
倭
国
伝
に
﹁
女
人
被
髮
屈
紒
︑
衣
如
單
被
︑
貫
頭
而
著
之
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
は
︑
女
子
の
服
装
に
つ
い
て
﹁
婦
人
被
髮
屈

紒
︑
作
衣
如
單
被
︑
穿
其
中
央
︑
貫
頭
衣
之
﹂
と
み
え
て
い
る
︒

．
武
器
の
種
類
・
兵
の
有
無

22
︻
原
文
︼

有
弓
︑
矢
︑
刀
︑
矟
︑
弩
︑
尉
︑
斧
︑
漆
皮
爲
甲
︑
骨
爲
矢
鏑
①

︒
雖
有
兵
︑
無
征
戰
︒

読
み
下
し

弓
・
矢
・
刀
・
矟ほ
こ

・
弩
い
し
ゆ
み

・
尉や
り

・
斧
有
り
︒
皮
に
漆
し
て
甲
よ
ろ
い

と
為
し
︑
骨
を
矢
鏑
と
為
す
︒
兵
有
り
と
雖
も
︑
征
戦
無
し
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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現
代
語
訳

︹
武
器
に
は
︺
弓
・
矢
・
刀
・
矟
・
弩
・
欑
・
斧
が
あ
る
︒
皮
に
漆
を
塗
っ
て
甲
と
し
︑
骨
を
矢や

鏑じ
り

と
す
る
︒︹
常
備
︺
兵
士
は
い
る
が

征
戦
は
し
な
い
︒

註
解

①
武
器
の
記
述

『後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
其
兵
有
矛
︑
楯
︑
木
弓
︑
竹
矢
或
以
骨
爲
鏃
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
兵
用
矛
︑
楯
︑
木
弓
︒
木
弓
短
下
長
上
︑
竹

箭
或
鐵
鏃
或
骨
鏃
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

．
朝
会

23
︻
原
文
︼

其
王
朝
會
︑
必
陳
設
儀
仗
︑
奏
其
國
樂
︒

読
み
下
し

其
の
王
︑
朝
会
す
る
に
︑
必
ず
儀
仗
を
陳
設
し
︑
其
の
国
の
楽
を
奏
せ
し
む
︒

現
代
語
訳

倭
王
は
朝
廷
で
の
会
の
際
に
は
か
な
ら
ず
儀
仗
を
陳
ね
︑
倭
国
の
音
楽
を
演
奏
さ
せ
る
︒
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．
戸
口

24
︻
原
文
︼

戸
可
十
萬
①

︒

読
み
下
し

戸
十
万
可ば
か

り
な
り
︒

現
代
語
訳

︹
倭
国
の
︺
戸
数
は
十
万
戸
ほ
ど
で
あ
る
︒

註
解

①
戸
口

魏
志
倭
人
伝
で
は
︑
国
々
の
戸
口
に
つ
い
て
﹁
七
千
餘
里
︒
始
度
一
海
千
餘
里
︑
至
對
馬
國
︒︵
中
略
︶
所
居
絶
島
︑
方
可
四
百
餘
里
﹂
と
か
︑

﹁
又
南
渡
一
海
千
餘
里
︑
名
曰
瀚
海
︒
至
一
大
國
︒︵
中
略
︶
方
可
三
百
里
︒
多
竹
木
叢
林
︑
有
三
千
許
家
﹂
な
ど
と
か
な
り
詳
し
く
し
る
す
が
︑﹃
隋
書
﹄

倭
国
伝
で
は
戸
口
の
記
載
は
こ
の
箇
所
の
み
︒
簡
略
で
︑
ど
の
範
囲
の
戸
数
を
い
う
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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．
刑
罰

25
︻
原
文
︼

其
俗
①

殺
人
強
盜
及
姦
皆
死
︑
盜
者
計
贓
酬
物
︑
無
財
者
沒
身
爲
奴
︒
自
餘
輕
重
︑
或
流
或
杖
︒

読
み
下
し

其
の
俗
︑
殺
人
・
強
盗
及
び
姦
は
皆
死
し
︑
盗
者
は
贓ぞ
う

を
計
り
て
物
を
酬
つ
ぐ
な

わ
し
む
︒
財
無
け
れ
ば
身
を
没
し
て
奴
と
為
す
︒
自
餘
の
軽
重

は
︑
或
い
は
流る

︑
或
い
は
杖
じ
ょ
う

と
す
︒

現
代
語
訳

倭
国
の
し
き
た
り
で
は
︑
殺
人
・
強
盗
・
姦
通
は
み
な
死
刑
で
あ
る
︒
盗
は
︑
盗
品
を
計
っ
て
贖
あ
が
な

わ
せ
︑︹
贖
う
︺
財
物
が
な
け
れ
ば
そ

の
身
を
没
し
て
奴
婢
と
す
る
︒
そ
の
ほ
か
の
︹
刑
罰
は
︑
罪
状
の
︺
軽
重
に
よ
っ
て
流
罪
や
杖
罪
に
処
す
︒

註
解

①
刑
罰

『後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
犯
法
者
沒
其
妻
子
︑
重
者
滅
其
門
族
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
は
刑
罰
に
つ
い
て
﹁
其
犯
法
︑
輕
者
没
其
妻
子
︑
重
者
滅
其
門

戸
及
宗
族
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒
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．
裁
判
と
そ
の
方
法

26
︻
原
文
︼

毎
訊
究
獄
訟
︑
不
承
引
者
︑
以
木
壓
膝
︑
或
張
強
弓
︑
以
弦
鋸
其
項
︒
或
置
小
石
於
沸
湯
中
︑
令
所
競
者
探
之
︑
云
理
曲
者
即
手
爛
︒
或

置
蛇
甕
中
︑
令
取
之
︑
云
曲
者
即
螫
手
矣
︒

読
み
下
し

獄
訟
を
訊じ
ん

究
き
ゅ
う

す
る
毎
に
︑
承
引
せ
ざ
れ
ば
︑
木
を
以
て
膝
を
圧
し
︑
或
い
は
強
弓
を
張
り
て
弦
を
以
て
其
の
項
う
な
じ

を
鋸ひ

く
︒
或
い
は
小
石
を

沸
湯
の
中
に
置
き
︑
競
う
所
の
者
を
し
て
之
を
探
ら
し
め
︑﹁
理
こ
と
わ
り

︑
曲
な
る
者
は
︑
即
ち
手
爛た
だ

る
﹂
と
云
い
︑
或
は
蛇
を
甕お
う

中
ち
ゅ
う

に
置
き
︑

之
を
取
ら
し
め
︑﹁
曲
な
る
者
は
︑
即
ち
手
螫さ

さ
る
﹂
と
云
う
︒

現
代
語
訳

訴
訟
事
件
の
審
理
が
あ
れ
ば
︑
承
知
し
な
い
人
間
の
膝
を
木
で
圧
迫
し
た
り
︑
あ
る
い
は
強
弓
の
弦
で
項
を
引
く
︒
あ
る
い
は
ま
た
︑
小

石
を
煮
え
た
ぎ
っ
た
湯
の
中
に
入
れ
︑
争
っ
て
い
る
者
︹
双
方
︺
に
こ
れ
を
探
ら
せ
︑﹁
道
理
に
は
ず
れ
て
い
る
者
の
手
は
た
だ
ち
に
爛

れ
る
﹂
と
い
い
︑
あ
る
い
は
蛇
を
甕
の
中
に
置
い
て
こ
れ
を
取
ら
せ
︑﹁
不
正
の
あ
る
者
は
た
ち
ま
ち
手
を
螫
さ
れ
る
﹂
と
い
う
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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．
為
人

27
︻
原
文
︼

人
頗
恬
靜
︑
罕
爭
訟
︑
少
盜
賊
①

︒

読
み
下
し

人
は
頗
る
恬て
ん

静せ
い

に
し
て
︑
争
訟
罕ま
れ

に
し
て
︑
盗
賊
少
な
し
︒

現
代
語
訳

︹
倭
︺
人
︹
の
性
質
︺
は
き
わ
め
て
物
静
か
で
︑
争
い
ご
と
は
稀
で
あ
る
︒
盗
賊
も
少
な
い
︒

註
解

①
人
為

『後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
又
俗
不
盜
竊
︑
少
爭
訟
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
不
盜
竊
︑
少
諍
訟
﹂
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
み
え
る
︒

．
楽
器
の
種
類

28
︻
原
文
︼

樂
有
五
弦
琴
︑
笛
︒
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読
み
下
し

楽
︹
器
︺
に
は
︑
五
弦
琴
・
笛
有
り
︒

現
代
語
訳

楽
器
に
は
五
弦
琴
や
笛
が
あ
る
︒

．
風
貌
︑
漁
の
習
慣

29
︻
原
文
︼

男
女
多
黥
臂
點
面
文
身
①

︑
沒
水
捕
魚
︒

読
み
下
し

男
女
は
黥げ
い

臂ひ

・
点
面

て
ん
め
ん

・
文
身

ぶ
ん
し
ん

す
る
者
多
し
︒
水
に
没
し
て
魚
を
捕
ら
う
︒

現
代
語
訳

男
女
の
多
く
は
︑
腕
や
顔
や
身
体
に
入
れ
墨
を
し
て
︑
水
に
潜
っ
て
魚
を
捕
ら
え
る
︒

註
解

①
男
女
多
黥
臂
點
面
文
身

入
れ
墨
に
つ
い
て
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
男
子
皆
黥
面
文
身
︑
以
其
文
左
右
大
小
別
尊
卑
之
差
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
も
﹁
男

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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子
無
大
小
皆
黥
面
文
身
︒
自
古
以
來
︑
其
使
詣
中
國
︑
皆
自
稱
大
夫
︒
夏
后
少
康
之
子
封
於
會
稽
︑
斷
髮
文
身
以
避
蛟
龍
之
害
︒
今
倭
水
人
好
沈
没
捕

魚
蛤
︑
文
身
亦
以
厭
大
魚
水
禽
︑
後
稍
以
爲
飾
︒
諸
國
文
身
各
異
︑
或
左
或
右
︑
或
大
或
小
︑
尊
卑
有
差
﹂
と
あ
る
︒
た
だ
し
︑
魏
志
倭
人
伝
の
記
載

に
い
て
は
︑
水
野
祐
﹁
狗
奴
国
に
関
す
る
﹃
三
国
志
﹄・﹁
魏
書
﹂
東
夷
伝
の
記
載
に
つ
い
て
﹂︵﹃
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
﹄
十
二
︑
一

九
六
六
年
十
二
月
︑
の
ち
﹃
日
本
古
代
の
民
族
と
国
家
﹄︿
大
和
書
房
︑
一
九
七
五
年
六
月
﹀
所
収
︶
は
︑
こ
の
部
分
か
ら
﹁
所
有
無
與
若
耳
︑
朱
崖
同
﹂

ま
で
を
︑
狗
奴
国
に
関
す
る
風
俗
の
記
載
と
理
解
し
︑
そ
の
後
の
注
釈
書
で
も
そ
れ
に
即
し
た
註
解
を
施
し
て
い
る
︵﹃
評
釈
魏
志
倭
人
伝
﹄
雄
山
閣
出

版
︑
一
九
八
七
年
三
月
︶︒
た
だ
︑
①
下
文
の
海
人
の
習
俗
を
描
写
し
た
部
分
に
は
﹁
倭
の
水
人
﹂
と
あ
り
︑﹁
狗
奴
国
の
水
人
﹂
と
は
書
い
て
い
な
い

こ
と
︑
②
こ
こ
を
狗
奴
国
の
風
俗
に
関
す
る
記
述
と
み
た
場
合
︑
な
ぜ
︑
邪
馬
台
国
と
敵
対
す
る
狗
奴
国
の
風
俗
を
こ
れ
ほ
ど
叮
嚀
に
書
く
必
要
が
あ

る
の
か
︑
不
審
で
あ
る
こ
と
︵
倭
人
伝
は
魏
と
交
流
の
あ
っ
た
邪
馬
台
国
に
つ
い
て
記
述
す
る
の
が
︑
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︶︑
③
﹃
後

漢
書
﹄
倭
伝
な
ど
︑
後
続
の
倭
人
伝
は
︑
こ
の
部
分
を
倭
全
体
の
風
俗
と
理
解
し
て
リ
ラ
イ
ト
し
て
い
る
こ
と
︑
な
ど
か
ら
︑
水
野
氏
の
説
は
採
ら
な
い
︒

．
文
字
の
有
無

30
︻
原
文
︼

無
文
字
︑
唯
刻
木
結
繩
︒
敬
佛
法
︑
於
百
濟
求
得
佛
經
︑
始
有
文
字
︒

読
み
下
し

文
字
無
く
︑
唯
木
を
刻
み
︑
縄
を
結
ぶ
の
み
︒
仏
法

ぶ
っ
ぽ
う

を
敬
い
︑
百
済
よ
り
仏
経

ぶ
っ
け
い

を
求
め
得
て
︑
始
め
て
文
字
有
り
︒

現
代
語
訳

文
字
が
な
く
︑
木
を
刻
ん
だ
り
︑
縄
に
結
び
目
を
つ
け
た
り
し
て
い
た
が
︑
仏
法
を
敬
う
よ
う
に
な
っ
て
百
済
か
ら
仏
教
経
典
を
求
め
て
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得
た
こ
と
に
よ
り
︑
初
め
て
文
字
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒

．
卜
筮
・
巫
覡

31
︻
原
文
︼

知
卜
筮
①

︑
尤
信
巫
覡
︒

読
み
下
し

卜
筮

ぼ
く
ぜ
い

を
知
り
︑
尤
も
巫
覡

ふ

げ
き

を
信
ず
︒

現
代
語
訳

卜
筮
の
方
法
も
知
り
︑
も
っ
と
も
巫
覡
を
信
じ
る
︒

註
解

①
卜
筮

『後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
灼
骨
以
卜
︑
用
決
吉
凶
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
も
﹁
其
俗
舉
事
行
來
︑
有
所
云
爲
︑
輒
灼
骨
而
卜
︑
以
占
吉
凶
︑
先
告
所
卜
︑

其
辭
如
令
龜
法
︑
視
火
圻
占
兆
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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．
年
中
行
事

32
︻
原
文
︼

毎
至
正
月
一
日
︑
必
射
戲
飲
酒
︑
其
餘
節
略
與
華
同
︒

読
み
下
し

正
月
一
日
に
至
る
毎
に
︑
必
ず
射し
ゃ

戯ぎ

・
飲
酒
す
︒
其
の
餘
の
節
は
︑
略ほ
ぼ

華
と
同
じ
︒

現
代
語
訳

毎
年
正
月
一
日
に
は
か
な
ら
ず
射
藝
を
行
な
い
酒
宴
を
催
す
︒
そ
の
他
の
節
会
は
ほ
ぼ
中
国
と
同
じ
で
あ
る
︒

．
嗜
好

33
︻
原
文
︼

好
棊
博
︑
握
槊
︑
樗
蒲
之
戲
︒

読
み
下
し

棊き

博は
く

・
握
槊

あ
く
さ
く

・
樗ち
ょ

蒲ぼ

の
戯
れ
を
好
む
︒
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現
代
語
訳

︹
倭
人
は
︺
囲
碁
・
す
ご
ろ
く
・
樗
蒲
な
ど
の
遊
び
が
好
き
で
あ
る
︒

．
気
候
・
国
土
の
特
徴

34
︻
原
文
︼

氣
候
温
暖
①

︑
草
木
冬
青
︑
土
地
膏
腴
︑
水
多
陸
少
︒

読
み
下
し

気
候
は
温
暖
に
し
て
︑
草
木
は
冬
も
青
し
︒
土
地
は
膏こ
う

腴ゆ

に
し
て
水
多
く
︑
陸
少
な
し
︒

現
代
語
訳

気
候
は
温
暖
で
︑
冬
で
も
草
木
は
緑
を
な
し
︑
土
地
は
肥
沃
だ
が
︑
水
が
多
い
が
陸
地
は
少
な
い
︒

註
解

①
氣
候
温
暖

『後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
氣
温
煗
︑
冬
夏
生
菜
茹
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
も
﹁
倭
地
温
暖
︑
冬
夏
食
生
菜
﹂
と
み
え
て
い
る
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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．
鵜
飼

35
︻
原
文
︼

以
小
環
挂
鸕
鷀
項
︑
令
入
水
捕
魚
︑
日
得
百
餘
頭
︒

読
み
下
し

小
環
を
以
て
鸕ろ

鷀じ

の
項
う
な
じ

に
挂か

け
︑
水
に
入
り
て
魚
を
捕
ら
し
め
︑
日
に
百
餘
頭
を
得
︒

現
代
語
訳

小
さ
な
環
を
鵜
の
首
に
挂
け
て
水
に
潜
ら
せ
て
魚
を
捕
ら
せ
︑
日
に
百
尾
以
上
も
得
る
︒

．
食
事
作
法

36
︻
原
文
︼

俗
無
盤
俎
︑
藉
以
檞
葉
︑
食
用
手
餔
之
①

︒

読
み
下
し

俗
は
盤ば
ん

俎そ

無
く
︑
藉し

る
に
檞
か
し
わ

の
葉
を
以
て
す
︒
食
す
る
に
は
手
を
用
い
て
之
を
餔く
ら

う
︒
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現
代
語
訳

︹
倭
人
は
︺
皿
や
ま
な
板
を
使
わ
ず
︑
檞
の
葉
に
食
物
を
盛
る
︒
食
事
は
手
づ
か
み
で
食
べ
る
︒

註
解

①
食
用
手
餔
之

食
事
の
作
法
に
つ
い
て
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
飲
食
以
手
︑
而
用
籩
豆
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
食
飲
用
籩
豆
︑
手
食
﹂
と
い
う
記
述

が
み
え
る
︒

．
性
格

37
︻
原
文
︼

性
質
直
︑
有
雅
風
︒

読
み
下
し

性
は
質
直
に
し
て
︑
雅
風
有
り
︒

現
代
語
訳

︹
倭
人
の
︺
性
質
は
素
直
で
︑
雅
風
が
あ
る
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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．
婚
姻

38
︻
原
文
︼

女
多
男
少
①

︑
婚
嫁
不
取
同
姓
︑
男
女
相
悦
者
即
爲
婚
︒
婦
入
夫
家
︑
必
先
跨
犬
②

︑
乃
與
夫
相
見
︒
婦
人
不
淫
妒
③

︒

読
み
下
し

女
多
く
男
少
な
し
︒
婚
家
に
は
同
姓
を
取
ら
ず
︒
男
女
相
悦
ぶ
者
は
即
ち
婚
を
為
す
︒
婦
︑
夫
の
家
に
入
る
に
︑
必
ず
先
ず
火
を
跨ま
た

ぎ
て
︑

乃
ち
夫
と
相
見
ゆ
︒
婦
人
は
淫い
ん

妬と

せ
ず
︒

現
代
語
訳

女
が
男
よ
り
も
多
い
︒
結
婚
に
は
同
姓
を
娶
ら
な
い
︒
好
き
合
え
ば
た
ち
ま
ち
結
婚
す
る
︒
新
婦
が
は
じ
め
て
夫
の
家
に
入
る
時
に
は
︑

か
な
ら
ず
ま
ず
︹
門
口
の
︺
火
を
跨
ぎ
︑
そ
し
て
夫
と
対
面
す
る
︒
婦
人
は
淫
ら
で
な
く
︑
嫉
妬
深
く
な
い
︒

註
解

①
女
多
男
少

﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
國
多
女
子
︑
大
人
皆
有
四
五
妻
︑
其
餘
或
兩
或
三
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
其
俗
︑
國
大
人
皆
四
五
婦
︑
下
戸
或
二
三

婦
﹂
と
あ
る
︒

②
必
先
跨
犬

『隋
書
﹄
倭
国
伝
に
は
﹁
婦
人
夫
家
︑
必
先
跨
犬
︑
乃
与
夫
相
見
﹂
と
あ
る
が
︑﹃
北
史
﹄
倭
国
伝
は
﹁
婦
人
夫
家
必
先
跨
火
︑
乃
與
夫
相
見
﹂

と
記
し
て
い
る
︒
新
婦
が
夫
の
家
に
入
る
の
に
際
し
て
︑
最
初
に
跨
い
だ
の
が
夫
の
家
の
犬
で
あ
っ
た
と
い
う
所
伝
は
ほ
か
に
類
例
が
な
い
︒
そ
れ
に
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対
し
て
新
婦
と
火
に
関
す
る
所
伝
は
世
界
的
に
も
知
ら
れ
て
お
り
︑
日
本
神
話
の
中
に
も
カ
ア
シ
ツ
ヒ
メ
や
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
火
中
出
産
と
か
︑

垂
仁
天
皇
の
皇
子
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
火
中
出
産
な
ど
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
新
婦
が
跨
い
だ
の
は
﹁
犬
﹂
で
は
な
く
﹁
火
﹂
だ
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
︒
か
つ
て
﹁
火
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
固
有
の
も
の
で
あ
り
︑
夫
の
家
の
﹁
火
﹂
を
跨
ぐ
こ
と
で
︑
新
婦
は
夫
の
家
の
新
し
い
構
成

員
と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
︑
新
婦
と
と
も
に
夫
の
家
に
入
り
込
む
危
険
性
の
あ
る
邪
気
を
は
ら
い
︑﹁
火
﹂
の
持
つ
威
力
で
︑
出
産
の
恵
み
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
﹃
隋
書
﹄
の
﹁
犬
﹂
は
﹃
北
史
﹄
に
よ
り
﹁
火
﹂
に
改
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︵
坂
元
義

種
﹁﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
を
徹
底
し
て
検
証
す
る
﹂︿
前
掲
﹀
一
七
五
～
一
七
六
頁
︶︒

③
婦
人
不
淫
妒

『後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
女
人
不
淫
不
妒
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
も
﹁
婦
人
不
淫
︑
不
妒
忌
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

．
葬
送
儀
礼

39
︻
原
文
︼

死
者
斂
以
棺
槨
①

︑
親
賓
就
屍
歌
舞
︑
妻
子
兄
弟
以
白
布
製
服
︒
貴
人
三
年
殯
於
外
︑
庶
人
卜
日
而
瘞
︒
及
葬
︑
置
屍
船
上
︑
陸
地
牽
之
︑

或
以
小
輿
②

︒

読
み
下
し

死
者
は
斂お
さ

む
る
に
棺
槨

か
ん
か
く

を
以
て
す
︒
親し
ん

賓ぴ
ん

は
屍
に
就
き
て
歌
舞
し
︑
妻
子
兄
弟
は
︑
白
布
を
以
っ
て
服
を
製
す
︒
貴
人
は
三
年
外
に
殯
し
︑

庶
人
は
日
を
卜
し
て
瘞う
ず

む
︒
葬
に
及
び
て
屍
を
船
上
に
置
き
︑
陸
地
は
之
を
牽ひ

く
︒
或
い
は
小
し
ょ
う

輿よ

を
以
て
す
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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現
代
語
訳

死
者
の
埋
葬
に
は
棺
と
槨
と
を
用
い
る
︒
親
族
や
賓
客
た
ち
は
遺
骸
の
か
た
わ
ら
で
歌
舞
し
︑︹
故
人
の
︺
妻
子
や
兄
弟
は
白
布
で
喪
服

を
作
る
︒
尊
貴
の
場
合
は
︹
家
の
︺
外
で
三
年
間
も
殯
も
が
り

し
︑
庶
民
の
場
合
は
日
を
卜
っ
て
埋
葬
す
る
︒
葬
送
に
は
遺
骸
を
船
に
乗
せ
︑
陸

地
で
は
こ
れ
を
牽
引
す
る
か
︑
あ
る
い
は
小
輿
で
担
い
で
ゆ
く
︒

註
解

①
死
者
斂
以
棺
槨

魏
志
倭
人
伝
に
﹁
其
死
︑
有
棺
無
槨
︑
封
土
作
冡
﹂
と
あ
る
の
で
︑
邪
馬
台
国
時
代
と
比
較
す
る
と
︑
墓
制
の
変
化
の
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑
か
り
に
︑
邪
馬
台
国
を
九
州
北
部
に
も
と
め
る
と
す
る
と
︑﹁
棺
あ
り
て
槨
な
し
﹂
の
埋
葬
形
式
は
︑
こ
の
地
域
に
多
い
箱

式
石
棺
の
形
式
に
一
致
す
る
︵
こ
れ
に
対
し
︑
た
と
え
ば
︑
大
和
に
あ
る
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
か
ら
は
﹁
木
槨
﹂
が
出
土
し
て
お
り
︑
倭
人
伝
の
﹁
槨
な
し
﹂

の
記
述
に
は
あ
わ
な
い
︶︒

②
倭
の
葬
制

葬
制
に
つ
い
て
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
其
死
停
喪
十
餘
日
︑
家
人
哭
泣
︑
不
進
酒
食
︑
而
等
類
就
歌
舞
爲
樂
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
は
﹁
始

死
停
喪
十
餘
日
︑
當
時
不
食
肉
︑
喪
主
哭
泣
︑
他
人
就
歌
舞
飲
酒
︒
已
葬
︑
舉
家
詣
水
中
澡
浴
︑
以
如
練
沐
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

．
阿
蘇
山

40
︻
原
文
︼

有
阿
蘇
山
︑
其
石
無
故
火
起
接
天
者
︑
俗
以
爲
異
︑
因
行
禱
祭
︒

読
み
下
し

阿
蘇
山
有
り
︒
其
の
石
︑
故
無
く
し
て
火
起
こ
り
︑
天
に
接
す
れ
ば
︑
俗
︑
以
て
異
と
為
し
︑
因
り
て
禱と
う

祭さ
い

を
行
う
︒

― 62 ―



現
代
語
訳

︹
倭
国
に
は
︺
阿
蘇
山
が
あ
る
︒
理
由
も
な
く
噴
火
し
て
︹
噴
煙
が
︺
天
に
届
か
ん
ば
か
り
に
な
れ
ば
︑
土
地
の
人
々
は
︑
こ
れ
を
異
変

と
み
な
し
︑
祈
禱
祭
祀
を
行
な
う
︒

．
如
意
宝
珠

41
︻
原
文
︼

有
如
意
寶
珠
①

︑
其
色
青
︑
大
如
雞
卵
︑
夜
則
有
光
︑
云
魚
眼
精
也
︒

読
み
下
し

如
意
に
ょ
い

宝
珠

ほ
う
じ
ゅ

有
り
︒
其
の
色
青
く
︑
大
き
さ
は
鶏
卵
の
如
し
︒
夜
に
は
則
ち
光
有
り
︒
魚
の
眼
精
な
り
と
云
う
︒

現
代
語
訳

如
意
宝
珠
︹
と
い
う
珠
︺
が
あ
る
︒
そ
の
色
は
青
く
︑
そ
の
大
き
さ
は
鶏
卵
ほ
ど
で
あ
る
︒
夜
に
な
る
と
発
光
し
︑︹
こ
れ
を
︺
魚
眼
の

精
だ
と
い
っ
て
い
る
︒

註
解

①
如
意
寶
珠

『後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
出
白
珠
︑
青
玉
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
出
真
珠
︑
青
玉
﹂
と
あ
る
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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．
新
羅
・
百
済
と
の
関
係

42
︻
原
文
︼

新
羅
︑
百
濟
皆
以
倭
爲
大
國
︑
多
珍
物
︑
並
敬
仰
之
︑
恒
通
使
往
來
︒

読
み
下
し

新
羅
・
百
済
︑
皆
倭
を
以
て
大
国
に
し
て
珍
物
多
し
と
し
て
︑
並
び
に
之
を
敬
仰
し
て
︑
恒
に
使
を
通
じ
て
往
来
す
︒

現
代
語
訳

新
羅
・
百
済
は
︑
倭
を
大
国
で
珍
し
い
物
が
多
い
と
し
て
と
も
に
こ
れ
を
敬
仰
し
︑
つ
ね
に
使
者
を
往
来
さ
せ
て
い
る
︒

．
大
業
三
年
︵
六
〇
七
︶
の
遣
使

43
︻
原
文
︼

大
業
三
年
︑
其
王
多
利
思
比
孤
遣
使
朝
貢
①

︒
使
者
曰
﹁
聞
海
西
菩
薩
天
子
重
興
佛
法
︑
故
遣
朝
拜
︑
兼
沙
門
數
十
人
來
學
佛
法
﹂
其
國

書
曰
﹁
日
出
處
天
子
致
書
日
沒
處
天
子
無
恙
﹂
云
云
︒
帝
覽
之
不
悦
︑
謂
鴻
臚
卿
曰
﹁
蠻
夷
書
有
無
禮
者
︑
勿
復
以
聞
﹂

読
み
下
し

大
業
三
年
︑
其
の
王
多
利
思
比
孤

た

り

し

ひ

こ

︑
使
い
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
︒
使
者
曰
く
︑﹁
海
西
の
菩
薩
天
子
︑
重
ね
て
仏
法
を
興
す
と
聞
き
︑
故
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に
遣
わ
し
て
朝
拝
せ
し
め
︑
兼
ね
て
沙
門

し
ゃ
も
ん

数
十
人
来
た
り
て
仏
法
を
学
ば
し
む
﹂
と
︒
其
の
国
書
に
曰
く
︑﹁
日
出
ず
る
処
の
天
子
︑
書

を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
︒
恙
つ
つ
が

無
き
や
云
云
﹂
と
︒
帝
︑
之
を
覧
て
悦
ば
ず
︒
鴻
臚

こ
う

ろ

卿け
い

に
謂
い
て
曰
く
︑﹁
蕃
夷
の
書
︑
無
礼
な
る

者
有
り
︒
復ま

た
以
て
聞ぶ
ん

す
る
勿
れ
﹂
と
︒

現
代
語
訳

大
業
三
年
︵
六
〇
七
︶︑
倭
王
の
多
利
思
比
孤
が
使
者
を
遣
わ
し
て
朝
貢
し
て
き
た
︒
使
者
は
︑﹁
海
西
の
菩
薩
の
よ
う
に
慈
悲
深
い
天
子

が
重
ね
て
仏
教
を
興
隆
さ
れ
て
い
る
と
聞
き
︑
そ
れ
ゆ
え
に
使
者
を
派
遣
し
て
朝
拝
さ
せ
︑
か
ね
て
僧
侶
数
十
人
を
伴
い
仏
法
を
学
ば
せ

た
い
﹂
と
︒
そ
の
国
書
に
は
︑﹁
日
が
昇
る
処
︵
東
︶
の
天
子
が
︑
国
書
を
日
が
沈
む
処
︵
西
︶
の
天
子
に
届
け
る
︒
無
事
息
災
か
云
々
﹂

と
あ
っ
た
︒
煬
帝
は
こ
れ
を
見
て
悦
ば
ず
︑
鴻
臚
寺
長
官
に
︑﹁
蕃
夷
の
書
で
あ
る
の
に
︑
無
礼
き
わ
ま
る
︒
二
度
と
奏
上
す
る
な
﹂
と

言
っ
た
︒

註
解

①
大
業
三
年
の
遣
使

こ
の
と
き
の
遣
隋
使
に
つ
い
て
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
十
五
年
︵
六
〇
七
︶
七
月
三
日
条
に
﹁
秋
七
月
戊
申
朔
庚
戌
︒
大
禮

小
野
臣
妹
子
遣
二

於
大
唐
一︒
以
二

鞍
作
福
利
一

爲
二

通
事
一

﹂
と
あ
る
︒

．
大
業
四
年
︵
六
〇
八
︶
の
隋
に
よ
る
遣
使

44
︻
原
文
︼

明
年
︑
上
遣
文
林
郎
裴
清
使
於
倭
國
①

︒
度
百
濟
②

︑
行
至
竹
島
︑
南
望
耽
羅
國
︑
經
都
斯
麻
國
︑
迥
在
大
海
中
︒
又
東
至
一
支
國
︑
又

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
下
︶︵
近
藤
︶
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至
竹
斯
國
︑
又
東
至
秦
王
國
︒
其
人
同
於
華
夏
︑
以
爲
夷
洲
︑
疑
不
能
明
也
︒
又
經
十
餘
國
︑
達
於
海
岸
︒
自
竹
斯
國
以
東
︑
皆
附
庸
於
倭
︒

読
み
下
し

明
年
︑
上
し
ょ
う

︑
文
林
郎
裴は
い

清せ
い

を
遣
わ
し
て
倭
国
に
使
い
せ
し
む
︒
百
済
に
度
り
︑
行
き
て
竹
島
に
至
り
︑
南
に
耽た
ん

羅ら

国こ
く

を
望
み
︑
都
斯

つ

し

麻ま

国

の
︑
迥
は
る
か

か
に
大
海
の
中
に
在
る
を
経
︒
又
東
し
て
一い

支き

国
に
至
り
︑
又
竹
斯

つ
く

し

国
に
至
る
︒
又
東
し
て
秦し
ん

王お
う

国こ
く

に
至
る
︒
其
の
人
︑
華か

夏か

に

同
じ
︒
以
て
夷い

洲
し
ゅ
う

と
為
す
も
︑
疑
う
ら
く
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
︒
又
十
餘
国
を
経
て
︑
海
岸
に
達
す
︒
竹
斯
国
よ
り
以

東
︑
皆
倭
に
附ふ

庸よ
う

た
り
︒

現
代
語
訳

明
年
︵
大
業
四
年
︑
六
〇
八
︶︑
煬
帝
は
文
林
郎
の
裴
︹
世
︺
清
を
使
者
と
し
て
倭
国
に
派
遣
し
た
︒
百
済
に
渡
り
︑︹
さ
ら
に
︺
進
ん
で

竹
島
︵
所
在
不
明
︶
に
至
り
︑
南
の
方
に
耽
羅
国
︵
済
州
島
︶
を
望
み
つ
つ
︑
遙
か
大
海
の
中
に
あ
る
都
斯
麻
国
︵
対
馬
︶
を
経
由
す
る
︒

ま
た
東
し
て
一
支
国
︵
壱
岐
︶
に
至
り
︑
さ
ら
に
竹
斯
国
︵
筑
紫
︶
に
至
る
︒
ま
た
東
し
て
秦
王
国
︵
所
在
不
詳
︶
に
至
る
︒
そ
の
国
の

人
は
中
国
人
と
同
じ
で
あ
る
︒
こ
れ
を
夷
州
と
み
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
が
︑
明
ら
か
に
し
え
な
い
︒︹
さ
ら
に
︺
ま
た
十
餘
国
を
経

て
海
岸
に
到
着
す
る
︒
竹
斯
国
か
ら
東
︹
の
諸
国
︺
は
︑
み
な
倭
国
に
従
属
し
て
い
る
︒

註
解

①
裴
清
の
来
日

裴
世
清
の
来
日
か
ら
帰
国
ま
で
の
経
緯
つ
い
て
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
十
六
年
︵
六
〇
八
︶
の
条
で
詳
細
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
ず
来
日
に
つ
い
て
は
四
月
条
に
﹁
十
六
年
夏
四
月
︒
小
野
臣
妹
子
至
レ

自
二

大
唐
一︒
唐
國
號
二

妹
子
臣
一

曰
二

蘇
因
高
一︒
即
大
唐
使
人
裴
世
清
︒
下
客
十
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二
人
︒
從
二

妹
子
臣
一

至
二

於
筑
紫
一

﹂
と
あ
り
︑
小
野
妹
子
が
大
唐
よ
り
使
人
の
裴
世
清
と
下
客
二
人
を
従
え
て
筑
紫
に
到
着
し
た
と
伝
え
て
い
る
︒
同

条
に
続
け
て
﹁
遣
二

難
波
吉
士
雄
成
一︒
召
二

大
唐
客
裴
世
清
等
一︒
爲
二

唐
客
一

更
造
二

新
舘
於
難
波
高
麗
舘
之
上
一

﹂
と
み
え
︑
天
皇
は
難
波
吉
士
雄
成
を
遣

わ
し
て
裴
世
清
ら
を
召
し
︑
彼
ら
の
た
め
に
難
波
の
高
麗
館
の
傍
ら
に
新
し
い
館
を
造
っ
た
︒

そ
の
後
︑
筑
紫
を
出
発
し
た
裴
世
清
ら
は
︑
同
年
六
月
十
五
日
条
に
﹁
六
月
壬
寅
朔
丙
辰
︒
客
等
泊
二

于
難
波
津
一

﹂
と
あ
り
︑
難
波
津
に
泊
ま
っ
た
︒

続
け
て
﹁
是
日
︒
以
二

餝
船
卅
艘
一

迎
二

客
等
于
江
口
一︒
安
二

置
新
舘
一

﹂
と
み
え
︑
飾
船
三
十
艘
で
裴
世
清
ら
を
江
口
︵
難
波
堀
江
の
河
口
︶
に
迎
え
︑

同
年
四
月
に
新
造
し
た
館
に
安
置
し
た
︒
さ
ら
に
﹁
於
レ

是
︒
以
二

中
臣
宮
地
連
摩
呂
︒
大
河
内
直
糠
手
船
史
王
平
一

爲
二

掌
客
一

﹂
と
あ
り
︑
中
臣
宮
地

連
烏
磨
呂
・
大
河
内
直
糠
手
・
船
史
王
平
を
裴
世
清
ら
の
接
待
役
と
し
た
︒
ま
た
︑
同
日
条
に
は
﹁
爰
妹
子
臣
奏
之
曰
︒
臣
參
還
之
時
︒
唐
帝
以
レ

書

授
レ

臣
︒
然
経
二

過
百
濟
國
一

之
日
︒
百
濟
人
探
以
掠
取
︒
是
以
不
レ

得
レ

上
︒
於
レ

是
群
臣
議
之
曰
︒
夫
使
人
雖
レ

死
之
不
レ

失
レ

旨
︒
是
使
矣
︒
何
怠
之

失
二

大
國
之
書
一

哉
︒
則
坐
二

流
刑
一︒
時
天
皇
勅
之
曰
︒
妹
子
雖
レ

有
二

失
書
之
罪
一︒
輙
不
レ

可
レ

罪
︒
其
大
國
客
等
聞
之
亦
不
レ

良
︒
乃
赦
之
不
レ

坐
也
﹂
と

み
え
︑
こ
の
と
き
妹
子
は
︑
煬
帝
か
ら
授
か
っ
た
国
書
を
︑
百
済
国
を
通
過
中
に
百
済
人
に
奪
い
取
ら
れ
た
た
め
に
奉
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
奏
上
し

た
︒
す
る
と
群
臣
た
ち
は
︑
大
国
か
ら
の
国
書
を
失
っ
た
妹
子
の
怠
慢
を
責
め
︑
流
刑
に
処
し
た
が
︑
天
皇
は
隋
の
使
者
が
妹
子
の
失
態
を
知
る
こ
と

を
恐
れ
て
︑
そ
の
罪
を
赦
し
た
︒

裴
世
清
ら
は
し
ば
ら
く
難
波
津
に
停
泊
し
た
後
︑
同
年
八
月
三
日
条
に
は
﹁
秋
八
月
辛
丑
朔
癸
卯
︒
唐
客
入
レ

京
﹂
と
あ
り
︑
よ
う
や
く
飛
鳥
豊
浦

宮
に
入
っ
た
︒
ま
た
︑
京
ま
で
の
道
中
で
の
迎
え
の
様
子
は
同
日
条
に
﹁
是
日
︒
遺
二

餝
騎
七
十
五
疋
一

而
迎
二

唐
客
於
海
石
榴
市
衢
一︒
額
田
部
連
比
羅

夫
以
告
二

禮
辭
一

焉
﹂
と
あ
り
︑
飾
馬
七
十
五
匹
を
遣
わ
し
て
︑
海
石
榴
市
︵
奈
良
県
桜
井
市
金
屋
︶
の
巷
で
裴
世
清
ら
を
迎
え
︑
額
田
部
連
比
羅
夫
が

礼
辞
を
の
べ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

京
に
到
着
し
た
裴
世
清
ら
は
︑
同
月
十
二
日
条
に
よ
れ
ば
﹁
壬
子
︒
召
二

唐
客
於
朝
庭
一︒
令
レ

奏
二

使
旨
一

﹂
と
あ
り
︑
裴
世
清
ら
を
朝
庭
に
召
し
︑
こ

の
度
の
使
の
趣
旨
を
奏
上
し
て
い
る
︒
ま
た
同
日
条
に
は
﹁
於
レ

是
︒
大
唐
之
國
信
物
置
二

於
庭
中
一︒
時
使
主
裴
世
清
親
持
レ

書
︒
兩
度
再
拜
言
二

上
使

旨
一

而
立
之
︒
其
書
曰
︒
皇
帝
問
二

倭
皇
一︒
使
人
長
吏
大
礼
蘇
因
高
等
至
具
レ

懷
︒
朕
欽
承
二

寶
命
一

臨
二

仰
區
宇
一︒
思
下

弘
二

徳
化
一

覃
中

被
含
靈
上︒
愛
育
之

情
無
レ

隔
二

遐
邇
一︒
知
下

皇
介
二

居
海
表
一

撫
二

寧
民
庶
一︒
境
内
安
樂
︒
風
俗
融
和
上︒
深
氣
至
誠
︒
達
脩
二

朝
貢
一︒
丹
款
之
美
︒
朕
有
嘉
焉
︒
稍
暄
比
如
レ

常
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也
︒
故
遣
二

鴻
臚
寺
掌
客
裴
世
清
等
一︒
稍
宣
二

徃
意
一︒
并
送
レ

物
如
レ

別
︒
時
阿
倍
臣
出
庭
以
受
二

其
書
一

而
進
行
︒
大
伴
囓
連
迎
出
承
レ

書
置
二

於
大
門
前
机

上
一

而
奏
之
︒
事
畢
而
退
焉
﹂
と
あ
っ
て
︑
大
唐
国
か
ら
の
信
物
を
庭
に
置
く
と
︑
裴
世
清
は
み
ず
か
ら
国
書
を
持
ち
︑
両
度
再
拝
し
て
使
の
趣
旨
を

言
上
し
て
立
っ
た
︒
そ
の
国
書
に
は
︑
蘇
因
高
︵
妹
子
︶
ら
が
来
て
倭
皇
の
考
え
を
詳
し
く
伝
え
朝
貢
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
︑
煬
帝
は
そ
の
忠
誠
心

を
喜
び
︑
鴻
臚
寺
の
掌
客
裴
世
清
ら
の
往
訪
の
意
を
の
べ
︑
あ
わ
せ
て
別
に
物
を
送
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
︒
書
紀
に
は
︑
阿
倍
臣
鳥
が
進
み
出
て
︑

裴
世
清
の
読
ん
だ
国
書
を
受
け
取
り
︑
大
伴
囓
連
へ
と
渡
し
︑
大
門
の
前
の
机
上
に
置
い
て
天
皇
に
奏
上
し
︑
退
出
す
る
と
い
う
一
連
の
外
交
儀
礼
の

様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
儀
礼
に
参
列
し
て
い
た
皇
子
・
諸
王
・
諸
臣
ら
の
服
装
に
つ
い
て
は
︑
同
日
条
に
続
け
て
﹁
是
時
︒
皇
子
︒
諸
王
︒
諸

臣
悉
以
二

金
髻
華
一

著
レ

頭
︒
亦
衣
服
皆
用
二

錦
紫
繍
織
及
五
色
綾
羅
一︒︿
一
云
︒
服
色
皆
用
二

冠
色
一︒﹀﹂
と
あ
り
︑
皇
子
・
諸
王
・
諸
臣
は
み
な
頭
に
金
の

髻
華
を
挿
し
︑
衣
服
は
錦
・
紫
・
繍
・
織
と
五
色
の
綾
羅
を
用
い
た
も
の
︑
あ
る
い
は
冠
と
同
色
の
服
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
︒

そ
の
後
︑
同
年
同
月
十
六
日
条
に
﹁
丙
辰
︒
饗
二

唐
客
等
於
朝
一

﹂
と
あ
り
︑
朝
廷
で
裴
世
清
ら
に
饗
宴
を
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
同
年
九
月
五
日
条
に

は
﹁
九
月
辛
末
朔
乙
亥
︒
饗
二

客
等
於
難
波
大
郡
一

﹂
と
あ
り
︑
裴
世
清
ら
は
難
波
大
津
で
再
び
饗
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
同
年
同
月
十
一
日
条
に
は
﹁
辛
巳
︒
唐
客
裴
世
清
罷
歸
︒
則
復
以
二

小
野
妹
子
臣
一

爲
二

大
使
一︒
吉
士
雄
成
爲
二

小
使
一︒
福
利
爲
二

通
事
一︒
副
二

于

唐
客
一

而
遺
之
︒
爰
天
皇
聘
二

唐
帝
一︒
其
辭
曰
︒
東
天
皇
敬
白
二

西
皇
帝
一︒
使
人
鴻
臚
寺
掌
客
裴
世
清
等
至
︒
久
憶
方
解
︒
季
秋
薄
冷
︒
尊
何
如
︒
想
清

悆
︒
此
即
如
レ

常
︒
今
遣
下
二

大
禮
蘇
因
高
︒
大
禮
乎
那
利
等
一

徃
上︒
謹
白
不
レ

具
﹂
と
あ
り
︑
裴
世
清
が
帰
途
に
つ
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
裴
世

清
の
帰
国
に
と
も
な
い
︑
天
皇
は
︑
再
び
小
野
妹
子
を
大
使
︑
吉
士
雄
成
を
小
使
と
し
︑
福
利
を
逸
事
︵
通
訳
︶
と
し
て
添
え
︑
信
書
を
託
し
遣
わ
す

こ
と
を
の
べ
る
︒
ま
た
同
日
条
に
は
﹁
是
時
︒
遣
二

於
唐
國
一

學
生
倭
漢
直
福
因
︒
奈
羅
譯
語
惠
明
︒
高
向
漢
人
玄
理
︒
新
漢
人
大
國
︒
學
問
僧
新
漢
人

日
文
︒
南
淵
漢
人
請
安
︒
志
賀
漢
人
惠
隱
︒
新
漢
人
廣
齊
等
并
八
人
也
﹂
と
あ
り
︑
裴
世
清
と
と
も
に
倭
漢
直
福
因
・
奈
羅
訳
語
恵
明
・
高
向
漢
人
玄

理
・
新
漢
人
大
国
が
学
生
︑
新
漢
人
日
文
・
南
淵
漢
人
請
安
・
志
賀
漢
人
恵
隠
・
新
漢
人
広
斉
が
学
問
僧
と
し
て
︑
都
合
八
人
が
唐
国
へ
遣
わ
さ
れ
て

い
る
︒

②
度
百
濟

『三
国
史
記
﹄
巻
第
二
十
七

百
済
本
紀
第
五
︑
武
王
九
年
三
月
条
に
﹁
隋
文
林
郎
裴
清
︒
使
奉
使
倭
國
︒
經
我
國
南
路
﹂
と
あ
る
の
は
︑
こ

の
﹃
隋
書
﹄
の
記
述
に
よ
っ
た
も
の
か
︒
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．
倭
国
に
よ
る
隋
使
裴
世
清
の
歓
迎

45
︻
原
文
︼

倭
王
遣
小
徳
阿
輩
臺
︑
從
數
百
人
︑
設
儀
仗
︑
鳴
鼓
角
來
迎
︒

読
み
下
し

倭
王
︑
小
徳
阿あ

輩は

臺た
い

を
遣
わ
し
︑
数
百
人
を
従
え
て
儀
仗
を
設
け
︑
鼓こ

角か
く

を
鳴
ら
し
て
来
り
迎
え
し
む
︒

現
代
語
訳

倭
王
は
小
徳
の
阿
輩
臺
を
派
遣
し
︑
数
百
人
を
従
え
て
儀
仗
を
設
営
し
︑
鼓
を
打
ち
︑
角
笛
を
鳴
ら
し
て
︹
裴
世
清
を
︺
迎
え
さ
せ
た
︒

．
裴
世
清
︑
都
に
到
着
し
倭
王
と
対
談

46
︻
原
文
︼

後
十
日
︑
又
遣
大
禮
哥
多
毘
︑
從
二
百
餘
騎
郊
勞
︒
既
至
彼
都
︑
其
王
與
清
相
見
︑
大
悅
︑
曰
﹁
我
聞
海
西
有
大
隋
︑
禮
義
之
國
︑
故
遣

朝
貢
︒
我
夷
人
︑
僻
在
海
隅
︑
不
聞
禮
義
︑
是
以
稽
留
境
内
︑
不
即
相
見
︒
今
故
清
道
飾
館
︑
以
待
大
使
︑
冀
聞
大
國
惟
新
之
化
︒﹂
清

答
曰
﹁
皇
帝
徳
並
二
儀
︑
澤
流
四
海
︑
以
王
慕
化
︑
故
遣
行
人
來
此
宣
諭
︒﹂
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読
み
下
し

後
十
日
︑
又
大
礼
哥
多
毘

か

た

び

を
遣
わ
し
︑
二
百
餘
騎
を
従
え
郊こ
う

労ろ
う

せ
し
む
︒
既
に
し
て
彼
の
都
に
至
る
︒
其
の
王
︑
清
と
相あ
い

見ま
み

え
て
︑
大
い

に
悦
び
て
曰
く
︑﹁
我
聞
く
︑
海
西
に
大
隋
有
り
︑
礼
義
の
国
な
り
と
︒
故
に
朝
貢
せ
し
む
︒
我
は
夷
人
に
し
て
︑
海
隅
に
僻
在

へ
ん
ざ
い

し
て
礼

義
を
聞
か
ず
︒
是
を
以
て
境
内
に
稽
留
し
て
︑
即
ち
相あ
い

見ま
み

え
ず
︒
今
︑
故
に
道
を
清
め
館
を
飾
り
︑
以
て
大
使
を
待
つ
︒
冀ね
が

わ
く
は
大
国

惟い

新し
ん

の
化
を
聞
か
ん
﹂
と
︒
清
︑
答
え
て
曰
く
︑﹁
皇
帝
の
徳
は
二
儀
に
並
び
︑
沢
は
四
海
に
流
る
︒
王
︑
化
を
慕
う
を
以
て
︑
故
に
行

人
を
遣
わ
し
て
此
に
来
た
り
て
宣
べ
諭
さ
し
む
﹂
と
︒

現
代
語
訳

十
日
後
︑︹
倭
王
は
︺
ま
た
大
礼
哥
多
毘
を
派
遣
し
︑
二
百
餘
騎
を
従
え
て
都
の
は
ず
れ
ま
で
出
迎
え
慰
労
し
た
︒︹
隋
か
ら
の
使
者
は
︺

や
が
て
倭
の
王
都
に
入
っ
た
︒
倭
王
は
︹
裴
世
︺
清
と
会
見
し
て
大
い
に
喜
び
︑﹁
私
は
︑
は
る
か
な
海
の
西
に
大
隋
と
い
う
礼
儀
の
よ

く
行
な
わ
れ
て
い
る
国
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
︑︹
使
者
を
派
遣
し
て
︺
朝
貢
し
た
︒
私
は
︑
東
方
の
野
蛮
人
で
︑
海
の
一
隅
に
い
る
た

め
礼
儀
を
知
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
境
域
に
留
ま
っ
て
︹
隋
の
皇
帝
と
も
︺
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
今
︑︹
そ
の

大
隋
か
ら
使
者
が
来
ら
れ
る
と
い
う
の
で
︺
特
別
に
道
を
清
め
︹
迎
賓
︺
館
を
飾
っ
て
大
使
を
待
っ
て
い
た
︒
願
わ
く
ば
大
隋
国
の
新
た

な
教
化
を
承
り
た
い
﹂
と
い
っ
た
︒
清
が
答
え
て
︑﹁
皇
帝
の
徳
は
天
地
と
並
び
︑
そ
の
恩
沢
は
四
海
に
及
ん
で
い
る
︒
倭
王
が
皇
帝
の

徳
化
を
慕
っ
て
い
る
の
で
︑︹
皇
帝
は
︺
使
者
を
派
遣
し
て
こ
こ
に
来
て
宣
諭
さ
せ
た
の
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
︒
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．
裴
世
清
帰
国
と
国
交
断
絶

47
︻
原
文
︼

既
而
引
清
就
館
︒
其
後
清
遣
人
謂
其
王
曰
﹁
朝
命
既
達
︑
請
即
戒
塗
︒﹂
於
是
設
宴
享
以
遣
清
︑
復
令
使
者
隨
清
來
貢
方
物
①

︒
此
後
遂

絶
②

︒
読
み
下
し

既
に
し
て
清
を
引
き
て
館
に
就
か
し
む
︒
其
の
後
︑
清
︑
人
を
遣
わ
し
て
其
の
王
に
謂
い
て
曰
く
︑﹁
朝
命
既
に
達
せ
り
︒
請
う
ら
く
は
︑

即
ち
戒か
い

塗と

せ
よ
﹂
と
︒
是
に
宴
享
を
設
け
︑
以
て
清
を
遣
わ
し
︑
復
た
使
者
を
し
て
清
に
随
わ
し
め
︑
来
り
て
方
物
を
貢
ず
︒
此
の
後
︑

遂
に
絶
ゆ
︒

現
代
語
訳

︹
儀
式
が
終
わ
る
と
︺
清
を
引
率
し
て
︹
迎
賓
︺
館
に
落
ち
着
か
せ
た
︒
そ
の
後
︑︹
裴
世
︺
清
は
人
を
倭
王
の
も
と
に
や
り
︑﹁
皇
帝
の

命
令
は
す
べ
て
達
し
た
︒
帰
途
に
つ
き
た
い
﹂
と
い
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
倭
王
は
饗
宴
を
催
し
︑
清
を
帰
国
さ
せ
る
こ
と
に
し
︑
送
使
を
清

に
附
し
て
︹
隋
へ
の
︺
土
産
物
を
貢
上
さ
せ
た
︒︹
し
か
し
な
が
ら
︺
こ
の
後
︑
朝
貢
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
︒

註
解

①
隨
清
來
貢
方
物

裴
清
の
帰
国
と
送
迎
使
派
遣
の
年
次
の
記
載
は
な
い
が
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
十
六
年
︵
六
〇
八
︶
九
月
十
一
日
条
に
﹁
辛
巳
︒

註
解
・﹃
隋
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﹄
倭
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唐
客
裴
世
清
罷
歸
︒
則
復
以
二

小
野
妹
子
臣
一

爲
二

大
使
一︒
吉
士
雄
成
爲
二

小
使
一︒
福
利
爲
二

通
事
一︒
副
二

于
唐
客
一

而
遣
之
︒
爰
天
皇
聘
二

唐
帝
一︒
其
辭
曰
︒

東
天
皇
敬
白
二

西
皇
帝
一︒
使
人
鴻
臚
寺
掌
客
裴
世
清
等
至
︒
久
憶
方
解
︒
季
秋
薄
冷
︒
尊
何
如
︒
想
清
悆
︒
此
即
如
レ

常
︒
今
遣
下
二

大
禮
蘇
因
高
︒
大
禮

乎
那
利
等
一

徃
上︒
謹
白
不
レ

具
︒
是
時
︒
遣
二

於
唐
國
一

學
生
倭
漢
直
福
因
︒
奈
羅
譯
語
惠
明
︒
高
向
漢
人
玄
理
︒
新
漢
人
大
國
︒
學
問
僧
新
漢
人
日
文
︒

南
淵
漢
人
請
安
︒
志
賀
漢
人
惠
隠
︒
新
漢
人
廣
齊
等
并
八
人
也
﹂
と
あ
る
の
が
︑
こ
れ
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑
同
書
推
古
天
皇
十
七
年

︵
六
〇
九
︶
九
月
条
に
は
﹁
秋
九
月
︒
小
野
臣
妹
子
等
至
レ

自
二

大
唐
一︒
唯
通
事
福
利
不
レ

來
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
帰
国
を
伝
え
て
い
る
︒
ま
た
﹃
隋
書
﹄
東

夷
伝
中
の
流
求
国
条
に
は
﹁
三
年
︑
煬
帝
令
羽
騎
尉
朱
寛
入
海
求
訪
異
俗
︑
何
蠻
言
之
︑
遂
與
蠻
倶
往
︑
因
到
流
求
國
︒
言
不
相
通
︑
掠
一
人
而
返
︒

明
年
︑
帝
復
令
寛
慰
撫
之
︑
流
求
不
從
︑
寛
取
其
布
甲
而
還
︒
時
倭
國
使
來
朝
︑
見
之
曰
﹃
此
夷
邪
久
國
人
所
用
也
﹄﹂
と
い
う
記
述
が
み
え
る
が
︑
こ

の
﹁
倭
國
使
﹂
と
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
が
伝
え
る
大
業
四
年
の
小
野
妹
子
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑﹃
隋
書
﹄
煬
帝
本
紀
に
よ
れ
ば
︑
大
業
四

年
三
月
に
も
倭
国
の
遣
使
・
朝
貢
の
記
事
が
あ
り
︑
こ
れ
を
妹
子
と
は
別
の
遣
使
と
み
な
す
と
す
れ
ば
︑
こ
ち
ら
の
可
能
性
も
残
る
︒

②
此
後
遂
絶

『隋
書
﹄
倭
国
伝
は
こ
の
よ
う
に
し
る
す
が
︑
本
紀
に
は
大
業
六
年
に
倭
国
の
遣
使
朝
貢
記
事
が
み
え
る
し
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
は
︑
推
古

天
皇
二
十
二
年
︵
六
一
四
︶
六
月
十
三
条
に
﹁
六
月
丁
卯
朔
己
卯
︒
遣
二

犬
上
君
御
田
鍬
︒
矢
田
部
造
︿
闕
レ

名
︒﹀
於
大
唐
一

﹂
と
あ
り
︑
翌
二
十
三
年

︵
六
一
五
︶
九
月
条
に
は
﹁
廿
三
年
秋
九
月
犬
上
君
御
田
鍬
︒
矢
田
部
造
至
レ

自
二

大
唐
一︒
百
濟
使
則
從
二

犬
上
君
一

而
來
朝
﹂
と
あ
っ
て
︑
そ
の
帰
国
を

伝
え
る
記
事
が
み
え
る
︒
ち
な
み
に
︑
推
古
天
皇
二
十
二
年
の
遣
隋
使
に
つ
い
て
は
︑﹃
隋
書
﹄
に
も
記
載
が
な
い
︒

︵
こ
ん
ど
う

さ
ち
こ
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶
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